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第４章 施策の展開 
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第４章 施策の展開 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

ゼロカーボンシティを実現し、気候変動に適応するまち 

         

※ 施策の詳細及び進行管理指標は、「第５章 脱炭素化及び気候変動適応の推進」に記
載しています。 

◆達成指標 

達成指標 基準値 
2013 年度 

目標値 
2030 年度 

市域における温室効果ガス排出量削減率 560.2 千 t-CO2 
基準年度比 

46％以上削減 
 

柱１－１ 省エネルギー・再生可能エネルギーの推進 

       

◆具体的施策 

省エネルギー・再生可能エネルギーの導入促進 

市民や事業者に対して、省エネルギー及び再生可能エネルギー設備導入に関する支
援や情報提供を行います。 

低炭素電力利用の推進 

家庭や事業所における低炭素電力への切替えを促進します。 

地球温暖化対策意識の啓発 

市民や事業者の地球温暖化対策意識の啓発を行います。 

 

  

基本目標１ 地球環境 
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柱１－２ 環境負荷の少ない交通の推進 

      

◆具体的施策 

電気自動車の普及促進 

市内における電気自動車用充電設備設置を推進します。 

交通における環境負荷低減の推進 

環境負荷の少ない交通利用を推進します。 

 

柱１－３ 吸収源対策の推進 
 

◆具体的施策 

吸収源の保全と活用 

森林や都市公園、農地等の適正な管理・保全及び総合的な利活用を推進します。 

 

柱１－４ 市役所における脱炭素化の推進 

      

◆具体的施策 

公共施設における省エネルギーの推進 

公共施設において率先して省エネルギー対策を推進します。 

公共施設への再生可能エネルギー設備の導入 

公共施設における再生可能エネルギー設備の導入推進に努めます。 

公共施設における低炭素電力調達の推進 

公共施設において二酸化炭素排出係数がより低い電力への切替えを推進します。 

公用車における電気自動車等の導入 

公用車における電気自動車の導入を推進します。 

ひまわり環境システムの運用 

市独自の環境マネジメントシステムであるひまわり環境システムを活用し、温室効
果ガス排出量の抑制に努めます。 

ＥＳＣＯ事業の実施 

温室効果ガス排出量を効果的に削減するため、ＥＳＣＯ事業を実施します。 
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柱１－５ 気候変動適応策の推進 
 

◆具体的施策 

農業分野 

気候変動に適応した農業を行うため、支援や農業生産基盤整備等を行います。 

水環境・水資源分野 

河川や地下水を保全するため、監視や必要な整備等を行います。 

自然生態系分野 

生態系を保全するため、調査や情報収集等を行います。 

自然災害分野 

災害リスクを低減するための整備や災害時の被害軽減対策を行います。 

健康分野 

熱中症を中心に被害の未然防止に努めます。 

産業・経済活動分野 

事業活動への気候変動の影響について情報収集・提供を行います。 

市民生活・都市生活分野 

災害時のインフラ・ライフラインの確保、ヒートアイランド現象の緩和に努めます。 
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豊かな自然環境の保全と創造を図り、自然の恵みを身近に感じることのできるまち 

   

◆達成指標 

達成指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

市民一人当たり都市公園面積 5.08ｍ2 5.17ｍ2 

 

柱２－１ 緑地の保全と緑化の推進 
 

◆具体的施策 

緑化の推進 

 花とうるおいのある緑化推進事業要綱による花の苗などの提供や生垣設置奨励金
の交付により市内の緑化を推進します。 

 市内小中学校の壁面緑化などを推進します。 

緑化意識の啓発 

 市民の緑化意識の向上及び緑あふれる明るく住み良いまちづくりを進めることを
目的として緑化イベントを開催します。 

公園などの整備 

 自然環境を活かし、防災機能などを持ち合わせた公園、広場などの整備を検討し
ます。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

生垣設置奨励金による生垣設置件数 1 件 累計 8 件 

市内小中学校の壁面緑化実施校数 13 校 17 校 

公園・広場・緑地＊面積 52ha 54ha 

 

  

基本目標 2 自然環境 
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柱２－２ 湧水・地下水の保全と活用 
 

◆具体的施策 

地下水位の監視 

 地下水位の測定と予測を行い、地下水量保全施策の基礎資料とします。 

地下水採取量の把握 

 座間市の地下水を保全する条例に基づき、地下水採取量を把握します。 

地下水のかん養対策 

 地下水かん養を促進するために雨水浸透施設などの設置に対して助成します。 
 森林整備により水源かん養地を確保、整備します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

市内における地下水採取量 12,849 千ｍ3 13,800 千ｍ3 以下 
地下水位 GL-17.3ｍ 適正水位※の維持 

※ 注意水位（GL-20.5ｍ）、警戒水位（GL-21.5ｍ）以上を保っていること。 

 

柱２－３ 農地の保全と活用 
 

◆具体的施策 

農地の整備 

 農業用水路や農業振興地域内未舗装道路を改修、整備することにより農作業の安
定化、効率化を図ります。 

遊休農地の対策 

 景観植栽＊による遊休農地対策の一環として、市の花のひまわりを植栽するひま
わり推進協議会の取組に対し、支援します。 

 市民が自ら土に親しみ、野菜などを栽培することにより、農業に対する理解を深
めてもらうため、市民に農園の貸出しを行います。 

地産地消の推進 

 ざま市民朝市生産者連絡会の取組に補助するとともに、出荷奨励補助により地元
直売施設などへの出荷を促進します。 

 小学校給食における地場産物の活用に努めます。 
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◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

ひまわり畑植栽面積 18,000ｍ2 18,000ｍ2 

市民農園利用者数 303 人 303 人 
小学校給食中の地場野菜使用率 28.9％ 現状維持 

 

柱２－４ 生物多様性の保全 
 

◆具体的施策 

自然保護の推進 

 市内の公園や社寺林、田畑等の緑や生き物の生息場所が残る場所を生物多様性の
保全の観点から重要な場所として保全するため、ＯＥＣＭの制度化等の動向を注
視しながら登録制度の活用等を調査検討します。 

 生物多様性の保全のため、有害鳥獣を駆除することにより、在来生物の生態系を
守ります。 

自然保護意識の啓発 

 身近な自然の中に生息する動植物の生態を観察し、市民の自然保護に対する意識
の向上を図ります。 

 特定外来生物の防除に対する市民の意識啓発に努めます。 
 森づくりボランティアを募集し、森林インストラクターの指導のもと芹沢公園内

の森林の下草刈り、枝払いなどを行います。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

有害鳥獣駆除数（アライグマ等） 40 件 減少 
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自然や歴史・文化と融合した美しく魅力あふれるまち 

   

◆達成指標 

達成指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

集団清掃活動実施回数 5 回 増加 

 

柱３－１ 環境美化の向上 
 

◆具体的施策 

地区まちづくりの推進 

 地域住民のまちづくりに対する意識を高め、「公園・広場等アダプト制度＊」を拡
大するなど地域のまちづくりを推進します。 

美化活動の推進 

 市民個人・団体などによる清掃や美化活動に対し、清掃用具の貸与等の支援を行
います。 

 毎年秋に「美化デー」の日を定め、市民総ぐるみで清掃活動を実施します。 
 環境美化条例に基づき、ポイ捨て禁止に関する普及啓発を推進します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

「公園・広場等アダプト制度」参加団体数 11 団体 20 団体 

 

  

基本目標 3 都市環境 
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柱３－２ 都市景観の向上 
 

◆具体的施策 

都市景観の形成 

 鈴鹿⾧宿地区の特性を活かし、地区景観に配慮した水路、通路、小公園などの地
区施設を整備します。また、街づくり協定運営委員会の運営に対しての助言、景
観に配慮した生垣などを設置する街づくり協定者に助成します。 

 地域の自然、歴史などとの調和、適正な制限の下に土地利用がされることにより、
良好な景観形成を図ります。 

道路植栽の整備 

 道路用地などの除草や道路街路樹の剪定による道路空地の維持管理を行います。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

景観重要公共施設＊指定数 ６施設 13 施設 

 

柱３－３ 歴史的文化的遺産の保全 
 

◆具体的施策 

文化財保全意識の啓発 

 石造物や神社仏閣などの文化財を、市民を対象としたガイドや「座間の文化財め
ぐり ふるさとマップ」で周知し、歴史的文化的景観の保全意識の向上を図りま
す。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

文化財めぐり実施回数、参加者数 ２回、34 人 増加 
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循環型社会を形成し、今ある限りある資源を活かすまち 

         

◆達成指標 

達成指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

一人一日当たりの家庭ごみ※排出量 595g/人・日 595g/人・日 
事業系一般廃棄物排出量 4,654t 3,000t 

※ 家庭ごみ（家庭系一般廃棄物）とは、可燃ごみ・不燃ごみ・資源物・粗大ごみ・（家庭ごみの）直接搬入分
です。 

 

柱４－１ ごみの減量化・リサイクルの推進 

         
◆具体的施策 

ごみ減量化・リサイクルの推進 

 生ごみ減量化施策として、家庭用生ごみ処理容器を購入した市民に補助金を交付
します。 

 多量排出事業者を対象とした調査、減量化等計画書の提出等により、必要とされ
る事業者への徹底した指導を実施します。 

 資源物の混入が多い事業者に対しては、高座清掃施設組合の要請により、当該事業者

に対して指導を行います。 
 家庭でできる食品ロス削減の取組についての情報を発信し、食品ロス削減を推進

します。 
 食品の食べきりやてまえどり＊を推進する飲食店や食品小売店等との連携や優遇

措置等の検討、人が集まる施設・店舗におけるフードドライブ＊の実施協力の呼び
かけなどにより事業者と連携した食品ロス削減を図ります。 

 プラスチックごみの排出を抑制するライフスタイルについて、子供向け講座やイ
ベントなどの機会を通じて普及・啓発を継続します。 

 製品プラスチックごみの分別品目の拡大について検討します。 
 ペットボトルの水平リサイクル＊の継続実施について取り組みます。 
 生ごみ処理容器等で堆肥化された生ごみのリサイクルを推進します。 
 燃やすごみとして処理されていた紙ごみのリサイクルを推進します。 

  

基本目標 4 循環型社会 
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資源物の分別収集 

 資源物分別収集を実施し、地域環境の保全、ごみの減量及び資源の再利用に対す
る市民の意識を高めます。 

効率的な塵芥収集の実施 

 デジタルトランスフォーメーションを活用した収集作業により、収集業務の効率
化を図り、それで得た余力を利用して、資源物の収集を強化します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

生ごみ処理容器補助実績台数（累計） 2,689 台 3,600 台 

リサイクル率※ 32％ 40％ 
資源物の資源化量 10,979t 12,000t 

※ リサイクル率＝（資源物収集量＋集団資源回収量＋中間処理施設資源化量）÷総排出量（家庭系ごみ＋事業
系ごみ） 

 

柱４－２ ごみの適正処理と不法投棄の防止 

       
◆具体的施策 

ごみ適正処理推進及び不法投棄対策 

 可燃ごみを減量し、座間市、海老名市、綾瀬市３市のごみの適正な処理を行いま
す。 

 広報、分別ガイドやカレンダーを配布することにより、より一層ごみの出し方、
分別の仕方を徹底し、市民意識の向上を図ります。 

 一般廃棄物処理基本計画や災害廃棄物処理計画に基づき、ごみの適正処理を推進
します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

クリーンセンター職員による出前講座実施回数 2019 年度※ 
41 回 50 回 

不法投棄防止看板配布枚数 56 枚 50 枚 
※ 令和 2（2020）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により例年より実施回数が減少したた

め、令和元（2019）年度実績値を現状値としています。 
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良好な生活環境の創造を進め、快適で安心して暮らせるまち 

        

◆達成指標 

達成指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

生活環境に関する苦情を解決した割合 98％ 100％ 

 

柱５－１ 大気・水質・土壌汚染防止対策 

        
◆具体的施策 

大気汚染物質への対策 

 工場に対して、排出ガス分析の協力を依頼し、大気環境の状況を把握します。ま
た、大気環境中のアスベスト濃度を測定し、状況を把握します。 

 光化学スモッグなどによる被害の未然防止を図るため、発生の監視と注意報連絡
体制の維持管理を行います。 

河川水質の測定 

 市内を流れる河川の水質を定期的に測定し、水質環境の状況を把握します。 

工場・事業所排水への対策 

 工場・事業所に対して、排水分析の協力を依頼し、水質汚濁の状況を把握します。 

公共下水道水洗化の普及 

 水洗化普及活動、公共下水道の接続に要する費用の一部助成などを行い、公共下
水道への接続を促進することで、公共用水域の水質保全、生活環境及び公衆衛生
の改善を図ります。 

地下水の水質測定 

 地下水質の測定を定期的に行い、経年変化などを把握します。 
 地下水調査により地下水の保全に努め、市民に対し安全な水を安定供給します。 

土壌汚染への対策 

 県と連携し、対応できる体制を整備します。 
  

基本目標 5 生活環境 
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悪臭への対策 

 悪臭苦情に対する現地調査と原因者へ指導を行います。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

大気の環境基準達成率※ 100％ 100％ 

河川水質の環境基準達成率（人の健康の保護に関する項目）  100％ 100％ 
河川水質の環境基準達成率（生活環境項目） 82.29％ 100％ 

工場・事業所の排水基準の適合率 100％ 100％ 

公共下水道接続率 96.08％ 100％ 
湧水・地下水の有害物質の環境基準達成率 100％ 100％ 

※ 対象は二酸化窒素、浮遊粒子状物質。 

 

柱５－２ 騒音・振動防止対策 
 
◆具体的施策 

騒音・振動の測定 

 騒音・振動の実態を把握します。騒音については、環境基準に基づく統一的な評
価を行い、騒音対策の必要性や効果を把握します。 

 ⾧年の航空機騒音被害解消に向けた要請が実り、騒音被害は大きく減少しました。
航空機騒音を継続して測定することにより騒音の実態を把握します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

一般環境騒音の環境基準達成率 100％ 100％ 

 

  



44 

 

ライフステージに応じた学びの機会があり、市・市民・事業者が協働して環境活動
に取り組むまち 

    

◆達成指標 

達成指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

生涯学習宅配便（環境関連講座）実施回数 20 回 増加 

 

柱６－１ 環境教育・学習の推進 
 

◆具体的施策 

環境保全意識の啓発 

 市・市民・事業者の協働により、市民・事業者の環境保全意識の向上を目的とし
た事業を実施します。 

 「レッツトライひまわり環境ＩＳＯ」の取組を推進し、小中学校の児童・生徒の
環境保全意識を啓発します。 

 保育園・幼稚園・小学校を中心に、市民への資源物分別や環境美化等に関する啓
発活動を実施し、楽しくわかりやすい活動を通じて環境保全意識の向上を図りま
す。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

SDGs エコポスターコンクール応募者数 2022 年度※ 
305 人 増加 

「レッツトライひまわり環境 ISO」実施校数 17 校 17 校 
※ 令和 4（2022）年度から実施している事業のため、令和 4（2022）年度実績値を現状値としています。 

 

  

基本目標 6 環境教育・学習 
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柱６－２ 市・市民・事業者の連携強化 
 

◆具体的施策 

市民活動の支援・推進 

 市内で環境保全等に取り組む市民や市民団体の活動を支援し、取組の促進を図り
ます。 

事業者活動の支援・推進 

 事業者に対する研修会、情報交換や連携体制づくりの場の提供等を検討し、事業
者の取組の促進を図ります。 

他自治体間連携の推進 

 県や周辺自治体、その他自治体との連携を推進し、広域的な課題の解決、地域循
環共生圏の構築を目指します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

環境に関する事業者研修実施回数（累計） －※1 8 回 

他自治体と連携した環境学習会参加回数（累計） 2022 年度※2 

1 回 8 回 

※1 令和 5（2023）年度以降実施予定のため、現状値はありません。 
※2 令和 4（2022）年度から実施している事業のため、令和 4（2022）年度実績値を現状値としています。 

 

柱６－３ 環境情報の公開 
 

◆具体的施策 

環境情報の提供 

 市のＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用し、より効果的な情報発信を
行います。 

教育研究の推進 

 理科資料集や草花写真集などを作成し、環境教育の情報発信に努め、児童の興味
関心を高めます。 
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第５章 脱炭素化及び気候変動適応の推進 
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第５章 脱炭素化及び気候変動適応の推進 ＿＿＿ 

 

 

本項は、「第４章 施策の展開」の「柱１－１ 省エネルギー・再生可能エネルギーの推
進」、「柱１－２ 環境負荷の少ない交通の推進」及び「柱１－３吸収源対策の推進」につ
いて具体的な施策を示しています。 

 

（１）計画の位置づけ 
座間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下「実行計画（区域施策編）」とい

う。）は、温対法第２１条第４項に基づく計画であり、令和３２（２０５０）年までにゼロ
カーボンシティの実現に向けて、市域全体における温室効果ガスの排出量削減等を推進す
るための総合的な計画です。 

 

（２）計画期間及び基準年度、目標年度 
計画期間は、令和５（２０２３）年度から令和１２（２０３０）年度までの８年間としま

す。 
ただし、計画の期間内においても、必要に応じて適宜見直すこととし、計画が今後の社

会経済状況などの変化に適応できるように努めます。 
基準年度及び目標年度は、国の地球温暖化対策計画と整合をとり、基準年度を平成２５

（２０１３）年度、目標年度を令和１２（２０３０）年度とし、また、⾧期的な目標の年度
を令和３２（２０５０）年度とします。 

 

（３）計画の対象範囲 
実行計画（区域施策編）の対象とする範囲は、市域全体とします。 
対象とする温室効果ガスは、国の地球温暖化対策計画で対象とされている二酸化炭素

（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣ

ｓ）、パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）

の７物質とします。ただし、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフル

オロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素は本市における排出量が極めて少ないため、排

出量の把握対象に含めないこととします。なお、これら６物質の温室効果ガスについては、県

の排出量の動向を注視し、必要に応じて対策を講じます。 

  

1 市域における脱炭素化施策 
（座間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）） 
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（４）市域における温室効果ガス排出量の現状 
令和元（２０１９）年度の二酸化炭素の排出量は４８８．５千ｔ－ＣＯ２となり、基準年

度である平成２５（２０１３）年度以降減少傾向でしたが、令和元（２０１９）年度は前年
度より増加し、平成２５（２０１３）年度比１２．９％の削減となっています。 

部門別にみると、家庭部門が最も多く、３２．３％を占めています。次いで業務その他部
門が２７．０％、運輸部門が２３．５％、産業部門が１４．６％、廃棄物分野が２．７％と
なっています。 

森林及び都市公園による吸収量は、平成２５（２０１３）年度以降、ほぼ一定で推移して
おり、令和元（２０１９）年度は０．６千ｔ－ＣＯ２となっています。 

 
■温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■部門別二酸化炭素排出量の内訳（２０１９年度） 
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■年度別温室効果ガス排出量 
単位:千 t-CO２ 

年度  
部門 

2013 年度 
基準年度 

2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

産
業
部
門 

農業 0.6 1.1 1.2 1.3 1.6 1.1 1.0 

建設業 7.3 6.9 6.7 5.5 5.8 5.2 4.6 

製造業 71.9 68.8 60.3 56.2 58.3 64.3 65.6 

小計 79.8 76.7 68.2 63.0 65.6 70.7 71.2 

業務その他部門 161.7 144.2 144.3 131.4 125.6 118.9 131.7 

家庭部門 177.1 176.3 156.9 152.3 155.1 150.8 157.7 

運
輸
部
門 

自動車 121.9 117.5 116.8 117.4 115.7 111.1 107.7 

鉄道 9.1 8.5 8.3 7.4 7.2 7.3 7.0 

小計 131.0 126.0 125.1 124.8 122.9 118.3 114.6 

廃棄物分野 11.3 9.2 8.0 7.9 6.9 12.8 13.4 

合計 560.9 532.3 502.4 479.3 476.3 471.5 488.5 
削減量 
（基準年度比） 

― 28.6 58.4 81.6 84.6 89.4 72.4 

削減率 
（基準年度比） 

― 5.1% 10.4% 14.5% 15.1% 15.9% 12.9% 

吸収量 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 
合計 
（吸収量を考慮） 

560.2 531.7 501.8 478.6 475.6 470.8 487.9 

※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
 

 
  



51 

（５）市域における温室効果ガス排出量の削減目標 
市域における温室効果ガス排出量の削減目標は、国の地球温暖化対策計画の目標を踏ま

え、令和１２（２０３０）年度における目標を平成２５（２０１３）年度比４６％以上削減
とします。なお、次項以降に示す削減効果の推計では４６．６％の排出量の削減が見込ま
れており、４６％以上の削減が達成される見込みです。また、吸収量を考慮すると、平成２
５（２０１３）年度比４６．７％の削減見込みとなっています。 

また、令和３２（２０５０）年度における⾧期的な目標として、ゼロカーボンシティの実
現を目指します。 

 

 

 
 

■市域の温室効果ガス排出量の削減目標 
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①温室効果ガス排出量の将来推計 
本市の将来的に見込まれる温室効果ガスの排出状況を考慮するために、現状の対策を継

続し、今後、追加的な対策を見込まないまま推移した場合（現状趨勢
すうせい

（ＢＡＵ）ケース）の
温室効果ガス排出量を推計しました。 

令和１２（２０３０）年度における現状趨勢
すうせい

ケースの温室効果ガス排出量は４９０．７
千ｔ－ＣＯ２となり、基準年度である平成２５（２０１３）年度と比較して１２．５％の削
減が見込まれます。 

 

■温室効果ガス排出量の将来推計結果（現状趨勢
すうせい

（ＢＡＵ）ケース） 
単位:千 t-CO２ 

年度  
部門 

2013 年度 
基準年度 
実績値 

2019 年度 
現状年度 
実績値 

2030 年度 
目標年度 

BAU 推計値 

産業部門 

農業 0.6 1.0 1.0 
建設業 7.3 4.6 4.6 
製造業 71.9 65.6 69.7 
小計 79.8 71.2 75.3 

業務その他部門 161.7 131.7 132.6 
家庭部門 177.1 157.7 155.9 

運輸部門 
自動車 121.9 107.7 106.7 
鉄道 9.1 7.0 6.9 
小計 131.0 114.6 113.6 

廃棄物分野 11.3 13.4 13.2 

合計 560.9 488.5 490.7 

削減量（基準年度比） ― 72.4 70.2 
削減率（基準年度比） ― 12.9% 12.5% 

※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
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②温室効果ガス排出量の対策による削減見込み 
▶ 国等と連携して進める対策による削減見込量 

国の地球温暖化対策計画では、地方公共団体や事業者などと連携して進める各種対策に
ついて削減見込量の推計を行っています。国の推計に基づいて算定した結果、本市におけ
る令和２（２０２０）年度以降の温室効果ガス排出量について６８．１千ｔ－ＣＯ２の削減
が見込まれます。 

 
■国等と連携して進める対策による削減見込量 

単位:千 t-CO２ 

部
門 対策 

削減 
見込量 

産
業
部
門 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 

20.0 
業種間連携省エネルギーの取組推進 
燃料転換の推進 
FEMS＊を利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

業
務
そ
の
他
部
門 

建築物の省エネルギー化 

9.0 

高効率な省エネルギー機器の普及 
トップランナー制度＊等による機器の省エネルギー性能向上 
BEMS＊の活用、省エネルギー診断等を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 
脱炭素型ライフスタイルへの転換（クールビズの実施、ウォームビズの実施） 
廃棄物処理における取組 
（プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進、食品ロス対策） 

家
庭
部
門 

住宅の省エネ化 

18.3 

高効率な省エネルギー機器の普及 
トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 
HEMS＊・スマートメーター＊・スマートホームデバイス＊の導入や省エネルギー 
情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 
脱炭素型ライフスタイルへの転換 
（クールビズの実施、ウォームビズの実施、家庭エコ診断） 

運
輸
部
門 

次世代自動車＊の普及、燃費改善 

20.8 
公共交通機関及び自転車の利用促進 

脱炭素型ライフスタイルへの転換（エコドライブ＊、カーシェアリング＊） 

鉄道会社による脱炭素化の推進 

合計 68.1 
※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
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▶ 電気の二酸化炭素排出係数＊の低減による削減見込量 
電気の二酸化炭素排出係数は、温室効果ガス排出量に大きく影響を及ぼす項目のひとつ

です。国の「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」において、令和１２（２０
３０）年度の国全体の電気の二酸化炭素排出係数は０．２５ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈとされて
おり、本市で使用される電気の二酸化炭素排出係数も同様の０．２５ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ
に低減した場合、令和１２（２０３０）年度において１１７．４千ｔ－ＣＯ２の削減が見込
まれます。 
 

■電気の二酸化炭素排出係数の低減による削減見込量 
単位:千 t-CO２ 

部門 電力比率 
 
 

温室効果ガス排出量 

削減見込量 
 

＝ －  

現状趨勢
すうせい

 
ケース 

 

電力起源 
 

 

係数低減後 
電力起源 

 
産業部門 70.3％ 75.3 53.1 29.0 24.0 
業務その他部門 77.2％ 132.6 102.3 56.0 46.4 
家庭部門 66.5％ 155.9 103.7 56.8 47.0 

合計 ― 363.8 259.2 141.8 117.4 
※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
 

▶ 市の施策による削減見込量 
市が進める施策として、再生可能エネルギー導入の補助や普及啓発、廃棄物処理量の削

減の推進による削減見込量を推計しました。再生可能エネルギー（太陽光）発電設備の導
入によって２．４千ｔ－ＣＯ２、廃棄物処理量の削減によって３．２千ｔ－ＣＯ２の削減が
見込まれます。 
 

■市の施策による削減見込量 
単位:千 t-CO２ 

部門 対策 削減見込量 

産業部門 太陽光発電設備の導入 0.2 

家庭部門 太陽光発電設備の導入 2.2 

廃棄物分野 廃棄物処理量の削減 3.2 

合計 5.6 
※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
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▶ 温室効果ガス排出量の対策による削減見込量 
国等と連携して進める対策、電気の二酸化炭素排出係数の低減、市の施策による温室効

果ガス排出量の削減見込量は、合計１９１．１千ｔ－ＣＯ２、平成２５（２０１３）年度比
３４．１％の削減となっています。 

現状趨勢
すうせい

（ＢＡＵ）ケースにおける温室効果ガス排出量から対策による削減を見込むと、
令和１２（２０３０）年度における温室効果ガス排出量は２９９．６千ｔ－ＣＯ２となり、
平成２５（２０１３）年度比４６．６％の削減となっています。また、吸収量を考慮する
と、温室効果ガス排出量は２９８．９千ｔ－ＣＯ２となり、平成２５（２０１３）年度比４
６．７％の削減となっています。 

 
■温室効果ガス排出量の将来推計結果 

単位:千 t-CO２ 
 

年度  
 
 
部門 

2013 年度 
基準年度 

2019 年度 
現状年度 

2030 年度 
目標年度 

排出量 
実績値 

ⓐ 

排出量 
実績値 

 

排出量 
BAU 

推計値 
ⓑ 

対策削減 
見込量 

ⓒ 

排出量 
対策後 
推計値 

ⓓ＝ⓑ－ⓒ 

対策後 
削減率 

基準年度比 
(ⓐ－ⓓ)/ⓐ 

産業部門 79.8 71.2 75.3 44.2 31.1 61.0% 
業務その他部門 161.7 131.7 132.6 55.4 77.2 52.3% 
家庭部門 177.1 157.7 155.9 67.5 88.4 50.1% 
運輸部門 131.0 114.6 113.6 20.8 92.8 29.1% 
廃棄物分野 11.3 13.4 13.2 3.2 10.0 11.2% 
合計 560.9 488.5 490.7 191.1 299.6 46.6% 
吸収量 0.7 0.6 0.6 ― 0.6 ― 
合計 
（吸収量を考慮） 

560.2 487.9 490.0 ― 298.9 46.7% 

※ 端数処理により合計値と一致しない場合があります。 
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（６）具体的施策 
◆省エネルギー・再生可能エネルギーの推進 

省エネルギー・再生可能エネルギーの導入促進 

 地球温暖化の防止や環境保全意識の高揚を図るため、住宅にスマートハウス関連
設備を設置する市民に対し、購入費の一部を補助します。 

 地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者に対する優遇措置制度等を検討しま
す。 

 省エネルギー性能の高い建築物の建築やエネルギーマネジメントシステム等の導
入に関する情報提供等を行い、省エネルギー建築を推進します。 

 市民や事業者に対し、省エネルギーの取組方法や省エネルギー・再生可能エネル
ギー設備の導入メリット、最新動向に関する情報提供を行います。 

 再生可能エネルギー利用拡大に向け、継続して情報収集・提供を行います。 

低炭素電力利用の推進 

 家庭や事業所における低炭素電力への切替えを促進するため、低炭素電力のメリ
ットや切替え方法等に関する情報提供、電力切替えに取り組みやすい仕組みづく
りを検討します。 

地球温暖化対策意識の啓発 

 市民・事業者の地球温暖化対策意識の向上を目的として、講座や講演会などを開
催します。 

 効果的な地球温暖化対策を実施している市内事業者の取組事例を市民に広く共有
できるような仕組みづくりに努めます。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

スマートハウス関連設備設置補助件数 134 件 140 件 

市民への太陽光発電設備設置補助件数（累計） 51 件 400 件 
事業者への太陽光発電設備設置補助件数（累計） －※ 70 件 

※ 令和 5（2023）年度以降実施予定のため、現状値はありません。 
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◆環境負荷の少ない交通の推進 

電気自動車の普及促進 

 市内における電気自動車用充電設備設置を推進し、事業者と連携した電気自動車
用充電設備の導入推進を検討します。 

交通における環境負荷低減の推進 

 日常の自動車利用を公共交通や自転車、徒歩等へ転換することを促すため、公共
交通や自転車の利用促進を図ります。 

 移動手段の一つとして、シェアサイクルの導入を検討します。 
 新設道路については道路構造令の基準に合わせた自転車道の整備を計画します。

既存道路については幅員等を勘案し、設置できるか検討します。 
 公共交通機関の利便性向上に向け、市内コミュニティバスの利用状況等を把握し、

必要に応じて運行ルートや時刻表等の見直しを行います。 
 デジタルトランスフォーメーションを活用したごみの収集作業により、収集作業

の無駄を省くことで車両の稼働を抑え、燃料消費の削減を図ります。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

コミュニティバス利用者数 136,542 人 142,985 人 

 
◆吸収源対策の推進 

吸収源の保全と活用 

 主要な吸収源である森林や都市公園をはじめ、市内の緑を適正に管理・整備し、
健全な森林等の維持を図ります。 

 農地の保全及び活用を推進し、農地の多面的機能の向上を図ります。 
 環境教育・学習における活用やバイオマス利用など、森林や都市公園、農地等の

総合的利活用を検討します。 
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本項は、「第４章 施策の展開」の「柱１－４ 市役所における脱炭素化の推進」につい
て具体的な施策を示しています。 

 

（１）計画の位置づけ 
座間市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下「実行計画（事務事業編）」とい

う。）は、温対法第２１条第１項に基づき、都道府県及び市町村に策定が義務付けられてい
る、市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の削減に向けた措置に関する計画です。 

 

（２）計画期間及び基準年度、目標年度 
計画期間は、令和２（２０２０）年度から令和１２（２０３０）年度までの１１年間とし

ます。 
ただし、計画の期間内においても、必要に応じて適宜見直すこととし、計画が今後の社

会経済状況などの変化に適応できるように努めます。 
基準年度及び目標年度は、国の地球温暖化対策計画と整合をとり、基準年度を平成２５

（２０１３）年度、目標年度を令和１２（２０３０）年度とします。 
 

（３）計画の対象範囲 
実行計画（事務事業編）の対象とする範囲は、市が直接実施する事務事業全般とします。

ただし、他者等へ委託により行う事務事業は対象外としますが、エネルギーの使用の合理
化に関する法律に基づくエネルギーの年度使用量報告対象は対象範囲とします。なお、実
行計画（事務事業編）の対象施設は、ひまわり環境システムで「基本適用範囲一覧」として
定める所属・施設のうち、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の対象施設として掲
載している施設とします。 

対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項に基づき二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（Ｃ

Ｈ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）、パーフルオロカ

ーボン類（ＰＦＣｓ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）の７物質とします。

ただし、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六

ふっ化硫黄、三ふっ化窒素は市の事務事業に伴う排出量が極めて少ないと考えられることから、

排出量の把握の対象外とします。 
  

２ 市役所における脱炭素化施策 
（座間市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）） 
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（４）市の事務事業に係る温室効果ガス排出量の現状 
①エネルギー使用量の現状 

本市の事務事業におけるエネルギー使用量は、基準年度である平成２５（２０１３）年
度以降、横ばいで推移しており、令和３（２０２１）年度におけるエネルギー使用量は、１
９６，２７０ＧＪとなっています。 

エネルギー種類別にみると、８４．９４％を電気が占めており、電気の使用量は、基準年
度より６６７．９千ｋＷｈ（４．０７％）増加しています。 

 
■エネルギー使用量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

195,747 
184,094 185,585 191,095 197,751 195,416 190,166 

178,405 
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0
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2.23%

灯油

1.26% ガソリン

0.90%Ａ重油

0.02%

2021年度

エネルギー使用量

196,270GJ

市庁舎・ふれあい会館

16.20%
コミュニティーセンター

3.43%
清掃施設

1.26%
健康・運動施設

6.25%
福祉施設

3.05% 保育・子育て

支援施設

2.98%
その他公共施設

0.92%
消防施設

2.11%
上下水道施設

33.83%

教育施設

22.47%

文化・学習施設

7.50%

2021年度

エネルギー使用量

196,270GJ

■種類別エネルギー使用量の内訳 
（熱量換算、２０２１年度） 

■施設別エネルギー使用量の内訳 
（熱量換算、２０２１年度） 
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■年度別エネルギー使用量 
年度  

 
エネルギー 

2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

施
設
管
理
用 

電気（千 kWh） 16,413.5 15,806.3 16,024.5 16,523.9 17,055.7 16,940.9 

ガソリン（kl） 1.5 1.7 1.7 2.5 1.4 1.4 

灯油（kl） 142.0 31.8 52.5 56.3 65.1 63.8 

軽油（kl） 10.0 9.4 9.6 10.1 9.9 9.4 

A 重油（kl） 9.9 1.4 1.4 1.1 1.2 2.7 

LPG（千㎥） 78.8 76.1 73.6 72.5 72.5 67.4 

都市ガス（千㎥） 273.5 256.2 239.5 257.2 273.9 258.1 

公
用
車
用 

ガソリン（kl） 67.1 64.9 63.3 63.1 70.8 68.6 

軽油（kl） 104.0 109.9 118.5 114.5 118.9 121.5 

LPG（kl） 29.8 14.7 5.0 0.7 0.0 0.0 

合計熱量（GJ） 195,746.7 184,094.2 185,585.0 191,095.1 197,750.7 195,415.8 

 
年度 

 
エネルギー 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

  使用量 
2013 年度比 

増減量 増減率 

施
設
管
理
用 

電気（千 kWh） 16,452.0 15,573.4 17,081.4 667.9 4.07% 

ガソリン（kl） 2.8 2.1 1.8 0.3 20.00% 

灯油（kl） 58.1 14.9 67.2 -74.8 -52.68% 

軽油（kl） 10.1 11.0 1.1 -8.9 -89.00% 

A 重油（kl） 1.4 0.3 1.0 -8.9 -89.90% 

LPG（千㎥） 137.3 23.0 141.6 62.8 79.70% 

都市ガス（千㎥） 263.0 184.1 306.0 32.5 11.88% 

公
用
車
用 

ガソリン（kl） 67.4 58.6 49.2 -17.9 -26.68% 

軽油（kl） 124.5 120.3 115.3 11.3 10.87% 

LPG（kl） 0.0 0.0 0.0 -29.8 -100.00% 

合計熱量（GJ） 190,166.4 178,404.7 196,269.8 523.2 0.27% 
※ 端数処理により合計値等と一致しない場合があります。 
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②温室効果ガス排出量の現状 
本市の事務事業に係る温室効果ガス排出量は、平成２７（２０１５）年度以降、減少傾向

でしたが、令和３（２０２１）年度は前年度より増加し、８，９４５ｔ－ＣＯ２となってい
ます。平成２５（２０１３）年度より１５．９％の削減となっています。 

 
■温室効果ガス排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）市の事務事業に係る温室効果ガス排出量の削減目標 
国の政府実行計画では、温室効果ガス排出量の削減目標として平成２５（２０１３）年

度比５０％削減を掲げています。この目標を踏まえ、実行計画（事務事業編）の温室効果ガ
ス排出量の削減目標を次のとおり設定します。 

 

 
 

■事務事業に係る温室効果ガス排出量の削減目標 
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（６）具体的施策 
◆市役所における脱炭素化の推進 

公共施設における省エネルギーの推進 

 公共施設の環境への負荷を低減するため、本市独自の環境マネジメントシステム
を運用し、率先して省エネルギー対策を推進します。 

 公共施設の更新や改修時に、ＺＥＢ＊等の実現に向けた検討を行います。 

公共施設への再生可能エネルギー設備の導入 

 環境教育や公共施設における再生可能エネルギー設備の導入推進の一環として、
太陽光発電設備などの設置に努めます。 

公共施設における低炭素電力調達の推進 

 公共施設において使用する電力は、二酸化炭素排出係数がより低い電力へ随時、
切替えます。 

公用車における電気自動車等の導入 

 公用車における電気自動車の割合及び市役所公用車駐車場の電気自動車充電器設
備を段階的に増やします。 

ひまわり環境システムの運用 

 市独自の環境マネジメントシステムであるひまわり環境システムに基づき、各所
属における取組状況の調査及び内部監査を実施し、その運用・管理により、温室
効果ガス排出量の抑制に努めます。 

 環境主管課による職員への環境研修及び所属独自の環境研修実施により、職員一
人ひとりの環境改善意識の向上を促し、環境改善活動を推進します。 

 目標達成に向けた具体的な取組は、エコオフィス活動運用手順書で示す活動を準
用し、全ての職員が率先して環境配慮活動に取り組みます。 

ＥＳＣＯ事業の実施 

 温室効果ガス排出量を効果的に削減するため、民間企業の活力を活用し、ＥＳＣ
Ｏ事業を実施します。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

市内公共施設における温室効果ガス排出量削減率 
2013 年度 

（基準年度） 
10,631t-CO2 

基準年度比 
50％以上削減 

公共施設における再生可能エネルギー導入施設数 5 施設 50 施設 
公用車における電気自動車導入台数 4 台 90 台   
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（７）計画の推進 
①推進体制 

次の組織体制による実行計画（事務事業編）の着実な推進と進行管理を行います。 
 

■実行計画（事務事業編）の推進体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

市⾧・・・・・計画方針の決定 

環境政策推進会議・・・・・計画の実施・推進 

環境主管課（事務局）・・・・・進捗管理・情報提供・連絡調整 

実行主体 

【ESCO 報告会 】 
 

・ESCO 事業対象施設所管課 
・ESCO 事業者 
・施設管理受託者 

等  

所属⾧ 
（管理・監督） 

エコオフィス担当者 
（集計・報告） 

職員 
（実行） 

計画の実行、進捗状況の把握・改善 

ESCO 事業の進行管理 
年２～４回の報告会実施 

報告 指示 

報告 意見 

報告 改善指示 報告 意見 



64 

②進行管理 
実行計画（事務事業編）の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、組織的・継続的に取り

組みます。 
 

▶ 計画の実行 
各実行主体は、実行計画（事務事業編）に基づき、温室効果ガス排出量の削減に向けた

取組を進めます。 
 

▶ 計画の点検・評価 
各実行主体は、実行計画（事務事業編）の実施状況等を定期的に点検、評価するととも

に、この結果を環境主管課に報告します。 
環境主管課は、各実行主体から得た情報をもとに計画全体の実施状況と進捗状況を把

握し、総括的な点検、評価を行い、環境政策推進会議を経て市⾧に報告します。 
 

▶ 計画の見直し 
社会的情勢に大幅な変化があったときなど、必要に応じて適宜、実行計画（事務事業

編）を見直します。 
 

▶ 計画の公表 
温対法第２１条第１５項の規定に基づき、毎年１回、温室効果ガスの排出状況を公表

します。 
 

■ＰＤＣＡサイクルによる実行計画（事務事業編）の進行管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

実施が計画に沿っていない部分を 
調べて処置対応 

Act（見直し） 

従来の実績や将来の予測などを 
もとにして業務計画を作成 

Plan（計画） 

計画に沿って業務を遂行 

Do（実施） 

業務の実施が計画に沿っているか 
どうかを確認 

Check（点検・評価） 
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本項は、「第４章 施策の展開」の「柱１－５ 気候変動適応策の推進」について具体的
な施策を示しています。 

 

（１）計画の位置づけ 
座間市地域気候変動適応計画（以下「適応計画」という。）は、「気候変動適応法」第１

２条に基づく計画であり、市域における自然的、経済的、社会的状況に応じた気候変動適
応に関する施策を推進するための計画です。 

 

（２）計画期間 
計画期間は、令和５（２０２３）年度から令和１２（２０３０）年度までの８年間としま

す。 
ただし、計画の期間内においても、必要に応じて適宜見直すこととし、計画が今後の社

会経済状況などの変化に適応できるように努めます。 

  

３ 気候変動への適応施策 
（座間市地域気候変動適応計画） 
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（３）気候変動影響の現状と将来予測 
①気温の現状 

本市における年平均気温は、⾧期的にみると上昇傾向であり、４０年あたり２．１℃上
昇しています。 

 
■年平均気温の経年変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②気温の将来予測 
本市における２１世紀末の日平均気温は、厳しい温暖化対策を実施した場合は現在より

２～３℃上昇、追加的な温暖化対策を実施しなかった場合は現在より４～５℃上昇するこ
とが予測されています。 

 
■座間市における気候変動影響の予測（日平均気温、２１世紀末） 

厳しい温暖化対策を 
実施した場合 
（RCP※2.6） 

追加的な温暖化対策を 
実施しなかった場合 

（RCP8.5） 

 

2～3℃上昇 
 
 
 
 
 
 
 

 

4～5℃上昇 
 

 
 
 

 

 

 

 

データセット:NIES2019 
気 候 モ デ ル:MIROC5 

 

資料:気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト（環境省） 
（https://a-plat.nies.go.jp/webgis/kanagawa/index.html） 

 
※ RCP シナリオ（代表濃度経路シナリオ）:IPCC の第５次評価報告書では、地球温暖化対策の程度や社会

経済動向により人類が二酸化炭素をどの程度排出するか複数のシナリオを想定し、厳しい温暖化対策を実
施した場合（RCP2.6）、現状の温暖化対策のまま追加の対策を実施しなかった場合（RCP8.5）などの温
室効果ガス濃度のシナリオについて影響を示しています。  

12
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

年平均気温

5年移動平均

⾧期的な変化傾向

（℃）

年

トレンド＝+2.1℃/40年

資料:座間市消防年報 



67 

③気候変動影響の評価 
地球温暖化に伴う気候変動の影響は、自然環境あるいは社会生活等、幅広い分野にわた

ると考えられます。国の気候変動適応計画では、「農業・林業・水産業」、「水環境・水資
源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生
活・都市生活」の７つの分野について、既存文献や気候変動及びその影響予測結果を活用
して、「重大性」、「緊急性」、「確信度」の観点から気候変動による影響を評価していま
す。本市における気候変動影響の評価として、国の評価がされている項目の中で本市に存
在する項目を選定しました。 

また、市独自の評価として、本市の地域特性や市民・事業者アンケート調査結果（令和３
（２０２１）年１１月実施）等を踏まえて気候変動の影響を評価しました。 

 
■気候変動影響の評価① 

分野 大項目 小項目 
国の評価 市の 

評価 重大性 緊急性 確信度 

農業 農業 

水稲 ○ ○ ○ ○ 
野菜等 ◇ ○ △ ○ 
果樹 ○ ○ ○ △ 
麦・大豆・飼料作物等 ○ △ △ □ 
畜産 ○ ○ △ － 
病害虫・雑草等 ○ ○ ○ ○ 
農業生産基盤 ○ ○ ○ ○ 
食糧需給 ◇ △ ○ － 

水環境・ 
水資源 

水環境 河川 ◇ △ □ △ 

水資源 
水供給（地表水） ○ ○ ○ ○ 
水供給（地下水） ○ △ △ 
水需要 ◇ △ △ － 

自然 
生態系 

陸域生態系 

自然林・二次林 ○ ○ ○ － 
里地・里山生態系 ◇ ○ □ △ 
人工林 ○ ○ △ － 
野生鳥獣の影響 ○ ○ □ － 
物質収支 ○ △ △ － 

淡水生態系 河川 ○ △ □ △ 

その他 
生物季節 ◇ ○ ○ ○ 
分布・個体群の移動（在来種） ○ ○ ○ 

○ 
分布・個体群の移動（外来種） ○ ○ △ 

※ 凡例は以下の通りです。 
 【重大性】〇:特に大きい、◇:影響が認められる、－:現状では評価できない 
 【緊急性】〇:高い、△:中程度、□:低い、－:現状では評価できない 
 【確信度】〇:高い、△:中程度、□:低い、－:現状では評価できない 
 【市の評価】〇:影響が大きい、△:影響が中程度、□:影響が認められる、－:現状では評価できない 
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■気候変動影響の評価② 

分野 大項目 小項目 国の評価 市の 
評価 重大性 緊急性 確信度 

自然 
災害 

河川 
洪水 ○ ○ ○ 

○ 内水 ○ ○ ○ 
山地 土石流・地すべり等 ○ ○ ○ ○ 
その他 強風等 ○ ○ △ ○ 

健康 

暑熱 死亡リスク等 ○ ○ ○ ○ 
熱中症等 ○ ○ ○ 

感染症 
水系・食品媒介性感染症 ◇ △ △ 

△ 節足動物媒介感染症 ○ ○ △ 
その他の感染症 ◇ □ □ 

その他 

温暖化と大気汚染の複合影響 ◇ △ △ － 
脆弱性が高い集団への影響 
（高齢者・小児・基礎疾患者等） ○ ○ △ ○ 

その他の健康影響 ◇ △ △ － 

産業・ 
経済 
活動 

製造業 
製造業 ◇ □ □ 

□ 食品製造業 ○ △ △ 
エネルギー エネルギー需給 ◇ □ △ □ 

商業 
商業 ◇ □ □ 

□ 
小売業 ◇ △ △ 

金融・保険 ○ △ △ □ 

観光業 
レジャー ◇ △ ○ 

□ 自然資源を活用したレジャー等 ○ △ ○ 
建設業 ○ ○ □ □ 
医療 ◇ △ □ □ 
その他 その他の影響（海外影響等） ◇ □ △ □ 

市民 
生活・ 
都市 
生活 

都市インフラ、 
ライフライン等 水道、交通等 ○ ○ ○ ○ 

文化・歴史など
を感じる暮らし 

生物季節、伝統 
行事・地場産業等 

生物季節 ◇ ○ ○ △ 
地場産業 － ○ △ － 

その他 暑熱による生活への影響等 ○ ○ ○ ○ 
※ 凡例は以下の通りです。 
 【重大性】〇:特に大きい、◇:影響が認められる、－:現状では評価できない 
 【緊急性】〇:高い、△:中程度、□:低い、－:現状では評価できない 
 【確信度】〇:高い、△:中程度、□:低い、－:現状では評価できない 
 【市の評価】〇:影響が大きい、△:影響が中程度、□:影響が認められる、－:現状では評価できない 
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（４）計画の目標 
適応計画における目標は、次のとおりとします。 
 

 

 
 

（５）具体的施策 
気候変動の影響評価や本市の地域特性を踏まえ、７つの分野について、国や県等と連携

しながら適応策に取り組みます。 
 

◆農業分野 

 異常気象による農作物の不作に備え、農業共済＊を周知します。 
 気候変動に適応した農業を行う上で必要な物品・設備費用に対する補助制度や農

業協同組合と連携した情報・技術提供等を検討します。 
 農地の持続的な確保や農道などを中心に、地域に即した農業生産基盤整備を行い

ます。 
 農業生産基盤の整備のため、農業後継者・新規就農者などの担い手の育成・確保

を図ることで農地を保全します。 

 

  

座間市地域気候変動適応計画の目標 
 
気候変動による影響をできる限り回避・低減し、 
市民が安全安心で快適に生活できるまち 

を目指します。
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◆水環境・水資源分野 

 市内を流れる河川の水質を定期的に測定し、水質保全に努めます。 
 気候変動における影響について最新の科学的な知見等の情報把握に努め、適宜対

策を検討していきます。 
 防災機能を持ち合わせた公園、及び水源涵養地として樹林地を保全するため、公

園を整備します。 
 適正な揚水量の遵守を図るとともに、異常渇水等の緊急の場合においては、地下

水採取事業者に可能な限りの地下水採取量の削減を要請します。 
 水源涵養のため、雨水浸透施設を設置する市民に対して経費の一部を助成するな

ど、雨水浸透施設等の設置を進めます。 
 原水・上水の水質を把握し、安全な水道を供給するため、水質検査計画を作成し、

検査を実施するとともに、水質検査結果を公表します。 
 地下水の状況を把握するため、地下水にかかわるデータの収集、水収支の解析や

地下水位の常時観測を行います。 

 
◆自然生態系分野 

 生態系保全のため、生態系への影響について情報収集を行い、自然環境保全や生
物多様性への理解や認識を深める機会を設けます。 

 気候変動による生態系への影響について情報収集を行います。 
 ナラ枯れ被害の早期発見に努め、被害木の確実な処理及び拡大防止に取り組みま

す。 
 気候変動による植物群落等への影響について調査及び情報収集を実施します。 
 在来生態系への影響を軽減するため、市のホームページ等で特定外来生物の注意

喚起情報を提供します。 
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◆自然災害分野 

 浸水等の災害リスクを低減させるため、雨水の事業区域内処理を進めます。 
 雨水の貯水効果やがけ崩れ等の防止効果や一時的な避難に活用するため、農地の

保全に努めます。 
 地域の防災力向上のため、地域防災組織の強化及び防災備蓄品を充実させます。 
 避難行動要支援者への支援体制づくりに努めます。 
 防災ハザードマップを全戸配布及び市ホームページ等を通じて、市民への周知徹

底を図ります。 
 災害発生時の被害軽減のため、防災知識の普及に努めます。 
 緊急情報メールなど、災害時の情報を発信します。 
 大規模災害を想定した防災訓練等を実施する他、隣接市町が実施する防災訓練に

積極的に参加協力するなど、応援協力体制を確立します。 
 災害時協定等を締結している事業者と連携し、防災訓練を実施します。 

 
◆健康分野 

 熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される際に気象庁と環境省か
ら発令される熱中症警戒アラートを市からも市民へ呼びかけます。 

 熱中症被害を防止するため、予防法と対処法についての情報提供や啓発を行いま
す。 

 暑熱順化トレーニングによる消防隊員自体の熱中症対策を行います。 
 大気環境の汚染物質の測定を継続するとともに、光化学スモッグ発生時には注意

報発令するなど、被害の未然防止に努めます。 

 
◆産業・経済活動分野 

 気温上昇や異常気象等による事業活動への影響について情報収集を行い、事業者
に対して情報提供を行います。 

 気温上昇による観光快適度の変化等について情報収集を行うとともに、関係団体
と共同で対策を協議する。 
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◆市民生活・都市生活分野 

 災害時における上下水道の応急復旧体制の強化を進めます。 
 災害廃棄物に関する情報の提供・助言及び指導を行い、関係者と協力して効率的

に処理を行います。 
 緊急輸送路の整備・改良により、災害時の物資輸送ルートなどの機能確保に努め

ます。 
 渇水対策に関し、座間市地下水保全基本計画に基づく揚水の実施に努めるととも

に、座間市の地下水を保全する条例第２２条に基づく取水制限等が生じたときは、
地下水採取事業者と協議し、地下水採取の削減の協力を求めます。 

 エネルギーの供給源の多様化などの視点から、地域における再生可能エネルギー
等の自立・分散型エネルギーの導入を推進します。 

 公共施設へグリーンカーテンを設置し、直射日光による室内温度上昇やヒートア
イランド現象を緩和します。 

 ヒートアイランド現象緩和のため、河川や斜面緑地、道路の街路樹、緑道等の緑
のつながりや広がりを確保します。 

 「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」賛同宣言をし、普及啓発を実施しています。 

 
◆進行管理指標 

進行管理指標 現状値 
2021 年度 

目標値 
2030 年度 

災害協定締結事業者・団体数 74 団体 増加 
熱中症搬送者数 41 名 減少 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 ＿＿＿＿＿＿ 

 

環境問題には、身近な問題から地球規模の問題まであり、それらの解決のためには、地
域における取組を推進し、積み重ねることが必要不可欠です。本計画を着実に推進するた
めに、市・市民・事業者が、将来の本市の環境の保全及び創造に対しての役割を認識し、そ
れぞれが、または連携・協働して、施策、事業や環境負荷の少ない活動を実施することで、
全市的に計画を推進します。広域的な課題に対しては、国、県、近隣自治体との連携を図り
ながら、環境保全の体制を強化します。 

また、市は、総合的かつ計画的な環境行政を推進するために、庁内組織である「座間市環
境政策推進会議」において、関連事業の調整など、全庁的な合意形成を図るとともに、市
民、学識経験者、関係行政機関、環境関連団体の代表から構成される「座間市環境審議会」
において、計画の策定・見直し、進捗の確認を行いながら、計画を推進します。 
 

■計画の推進体制と各主体の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1 推進体制 

国・県 
近隣自治体 

連携・協働 

 

連携・協働 

連携・協働 市 

環境政策推進会議 

計画の策定・見直し 
計画の進捗の確認 

関係各課 座間市環境審議会 

市民 

事業者 
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本計画は、各基本目標に設定した「達成指標」と各計画の柱に設定した「進行管理指標」
の点検・評価により進行管理をします。指標の点検・評価は、環境政策推進会議事務局を中
心に行い、「座間市環境審議会」に報告するとともに、年次報告書などで公表します。 

また、「Ｐｌａｎ（計画）」、「Ｄｏ（実施）」、「Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）」、「Ａ
ｃｔ（見直し）」というＰＤＣＡサイクルにより、本計画に掲げた市の取組についての点
検・評価、見直し、その結果をさらにその次の取組へと発展的につなげていきます。 
 

■ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・施策、具体的事業の見直し 
・推進体制の見直し 
・進行管理システムの見直し 

Act（見直し） 

・計画の策定 
・計画の見直し 

Plan（計画） 

・市における施策、具体的事業の
実施 

・市民・事業者の参加、協働によ
る環境施策の実施 

Do（実施） 
・市における施策、具体的事業に 

ついての点検・評価（一次評価） 
・座間市環境審議会における評価 

（二次評価） 
・年次報告書の作成、公表 

Check（点検・評価） 

座間市環境審議会 
市民・事業者の提言 

２ 進行管理 
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